
指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 重要事項説明書 
〔 ２０２５年 ４月 １日現在 〕 

      

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人社団愛友会 

代表者（役職・氏名） 理事長 中村 康彦 

所在地・電話番号 埼玉県上尾市柏座１丁目１０番１０号 / ０４８-７７３-１１１１ 

法人の設立年月日 昭和４１年１月６日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１） 事業所の名称等 

名称 新習志野訪問看護ステーション 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

指定事業所番号 １２６０２９００７２ 

所在地 〒２７５-００２５ 千葉県習志野市秋津３丁目５番２号 

電話番号 ０４７-４０８-０１０６ 

ＦＡＸ番号 ０４７-４０８-０１０３ 

通常の事業実施地域 習志野市 

 

（２） 事業所の窓口の営業日及び営業時間  

営業日 
月曜日から土曜日まで 

（祝日、１２月３１日から１月３日までを除く） 

営業時間 

午前８時３０分から午後５時３０まで 

土曜日は午後１２時３０分まで 

ただし、契約内容により２４時間対応可能な体制を整えます。 
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（３） 事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 

・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指 

揮命令を行います。 

 常勤 １人 

看護師等 

・指定訪問看護等の提供に当たります。 

・看護職員（准看護師を除く）は、訪問看護計画書及 

び訪問看護報告書（介護予防訪問看護計画書及び 

介護予防訪問看護報告書）を作成します。 

看護師 

常勤 ６人 非常勤 ０人 

理学療法士等 

常勤 １人 非常勤 ０人 

３ 事業の運営の方針 

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センタ

ー及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密

接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者

の心身の機能回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

４ サービス内容 

 ① 病状、心身の状況の観察 

 ② 清拭、洗髪等による清潔の保持 

 ③ 食事及び排泄等日常生活の世話 

 ④ 褥瘡の予防・処置 

 ⑤ リハビリテーション 

 ⑥ ターミナルケア 

 ⑦ 認知症患者の看護 

 ⑧ 療養生活や介護方法の指導 

 ⑨ カテーテル等の管理 

 ⑩ その他医師の指示による医療処置 
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５ 利用料、その他の費用の額 〔介護保険〕 

（１） 介護保険による訪問看護の利用料 

    利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料に対し、介護

保険負担割合証に記載の割合に応じた額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は

全額負担となります。 

※ 地域区分別１単位当たりの単価 １０．８４円（４級地） 

 ア 基本利用料 

  ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

１回当たりの所要時間 
基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

２０分未満 ３，４０３  ３４１  ６８１  １，０２１  

２０分以上３０分未満 ５，１０５  ５１１  １，０２１  １，５３２  

３０分以上１時間未満 ８，９２１  ８９３  １，７８５  ２，６７７  

１時間以上１時間３０分未満 １２，２２７  １，２２３  ２，４４６  ３，６６９  

  

＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

１回当たりの所要時間 
基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

２０分以上 ３，１８６  ３１９  ６３８  ９５６  

２０分以上（１日に２回を超えた場合） ２，８７２  ２８８  ５７５  ８６２  

 

※ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としての 

リハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問するという位置付けのもの

になります。 

 

（注） 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ

します。 
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イ 加算 

    要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

※ 地域区分別１単位当たりの単価 １０．８４円（４級地） 

加算の種類 要件 基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

夜間・早朝 

加算 

夜間（１８時～２２時）、早朝（６時～８

時）にサービスを提供した場合 

基本利用料の２５％（１回につき） 

深夜加算 深夜（２２時～翌朝６時）にサービスを

提供した場合 

基本利用料の５０％（１回につき） 

緊急時訪問 

看護加算 

（Ⅱ） 

利用者や家族等からの看護に関する

相談に常時対応できる体制を整え、か

つ必要に応じて緊急時訪問を行う体制

にある場合 （１月につき） 

６，２２２ ６２３ １，２４５ １，８６７ 

複数名訪問 

加算（Ⅰ） 

複数の看護師等が同時に３０分未満の

訪問看護を行った場合 （１回につき） 

２，７５３ ２７６ ５５１ ８２６ 

複数の看護師等が同時に３０分以上の

訪問看護を行った場合 （１回につき） 

４，３５７ ４３６ ８７２ １，３０８ 

複数名訪問 

加算（Ⅱ） 

看護師等が看護補助者と同時に３０分

未満の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

２，１７８ ２１８ ４３６ ６５４ 

看護師等が看護補助者と同時に３０分

以上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

３，４３６ ３４４ ６８８ １，０３１ 

長時間訪問 

看護加算 

特別な管理を必要とする利用者に対し

て１時間３０分以上の訪問看護を行っ

た場合（１回につき） 

３，２５２ ３２６ ６５１ ９７６ 

特別管理加算 

（Ⅰ） 

特別な管理を必要とする利用者に対

し、サービスの実施に関する計画的な

管理を行った場合 （１月につき） 

５，４２０ ５４２ １，０８４ １，６２６ 
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特別管理加算 

（Ⅱ） 

特別な管理を必要とする利用者に対

し、サービスの実施に関する計画的な

管理を行った場合 （１月につき） 

２，７１０ ２７１ ５４２ ８１３ 

初回加算 

（Ⅰ） 

新規の利用者又は過去２月において訪

問看護の提供を受けておらず、新たに

訪問看護計画書を作成した場合 

かつ、退院日当日に訪問した場合 

（１月につき） 

３，７９４ ３８０ ７５９  １，１３９ 

初回加算 

（Ⅱ） 

新規の利用者又は過去２月において訪

問看護の提供を受けておらず、新たに

訪問看護計画書を作成した場合 

（１月につき） 

３，２５２ ３２６ ６５１ ９７６ 

ターミナルケア

加算 

利用者の死亡日前１４日以内に２回以

上ターミナルケアを行った場合 

（当該月につき） 

２７，１００ ２，７１０ ５，４２０ ８，１３０ 

退院時共同 

指導加算 

退院又は退所に当たり、医療機関等の

従業者と共同し、在宅での療養上の必

要な指導を行い、その内容を文書によ

り提供し、退院又は退所後に初回の訪

問看護を行った場合 

（退院又は退所につき１回） ※特別な

管理が必要な利用者は２回まで 

６，５０４ ６５１ １，３０１ １，９５２ 

看護介護職員 

連携強化加算 

訪問看護師が、訪問介護員等に対し、

痰の吸引等の業務が円滑に行われる

よう支援を行った場合 

（１月に１回に限り） 

２，７１０ ２７１ ５４２ ８１３ 

看護体制強化 

加算（Ⅰ） 

医療ニーズの高い利用者への訪問看

護の提供体制を強化した場合 

（１月につき） 

５，９６２ ５９７ １，１９３ １，７８９ 

看護体制強化 

加算（Ⅱ） 

医療ニーズの高い利用者への訪問看

護の提供体制を強化した場合 

（１月につき） 

２，１６８ ２１７ ４３４ ６５１ 
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サービス提供 

体制強化加算 

（Ⅰ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす場

合 （１回につき） 

６５ ７ １３ ２０ 

サービス提供 

体制強化加算 

（Ⅱ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす場

合 （１回につき） 

 

３２ ４ ７ １０ 

 

ウ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合 

 

利用者介護度 

 

請求の別 

要介護1～4の利用者 

基本単位 利用料 
利用者負担 

1割負担 2割負担 3割負担 

1か月 
看護師 ２，９６１ ３２，０９７円 ３，２１０円 ６，４２０円 ９，６３０円 

准看護師 ２，９０２ ３１，４５７円 ３，１４６円 ６，２９２円 ９，４３８円 

 要介護5の利用者 

1か月 
看護師 ３，７６１ ４０，７６９円 ４，０７７円 ８，１５４円 １２，２３１円 

准看護師 ３，７０２ ４０，１２９円 ４，０１３円 ８，０２６円 １２，０９３円 

サービス提供 

体制強化加

算 

（Ⅰ） 

当該加算の体制・人材要件を

満たす場合 （1月につき） 

 

５４２円 

 

５５円 

 

１０９円 

 

１６３円 

＊医療保険による訪問が必要と なった場合、当該指示の日数に応じ1日につき1037円（1割 104円、2割 208

円 3割 312円）を減算致します 
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（２） 介護保険による介護予防訪問看護の利用料 

    利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料に対し、介護

保険負担割合証に記載の割合に応じた額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は

全額負担となります。 

※ 地域区分別１単位当たりの単価 １０．８４円（４級地） 

ア 基本利用料 

  ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

１回当たりの所要時間 
基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

２０分未満 ３，２８４  ３２９  ６５７  ９８６  

２０分以上３０分未満 ４，８８８  ４８９  ９７８  １，４６７  

３０分以上１時間未満 ８，６０６  ８６１  １，７２２  ２，５８２  

１時間以上１時間３０分未満 １１，８１５  １，１８２  ２，３６３  ３，５４５  

 

  ＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

１回当たりの所要時間 
基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

２０分以上 ３，０７８  ３０８  ６１６  ９２４  

２０分以上（１日に２回を超えた場合） ２，７７５  ２７８  ５５５  ８３３  

 

※ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環とて 

のリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問するという位置付けのも

のになります。 

 

（注） 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ

します。 
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イ 加算 

    要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

   ※地域区分別１単位当たりの単価 １０．８４円（４級地） 

加算の種類 要件 基本利用料 

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

夜間・早朝 

加算 

夜間（１８時～２２時）、早朝（６時～８時）

にサービスを提供した場合 

基本利用料の２５％（１回につき） 

深夜加算 深夜（２２時～翌朝６時）にサービスを提

供した場合 

基本利用料の５０％（１回につき） 

緊急時介護 

予防訪問看 

護加算 

（Ⅱ） 

利用者や家族等からの看護に関する相

談に常時対応できる体制を整え、かつ必

要に応じて緊急時訪問を行う体制にある

場合 （１月につき） 

６，２２２ ６２３ １，２４５ １，８６７ 

複数名訪問 

加算（Ⅰ） 

複数の看護師等が同時に３０分未満の

訪問看護を行った場合 （１回につき） 

２，７５３ ２７６ ５５１ ８２６ 

複数の看護師等が同時に３０分以上の

訪問看護を行った場合 （１回につき） 

４，３５７ ４３６ ８７２ １，３０８ 

複数名訪問 

加算（Ⅱ） 

看護師等が看護補助者と同時に３０分未

満の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

２，１７８ ２１８ ４３６ ６５４ 

看護師等が看護補助者と同時に３０分以

上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

３，４３６ ３４４ ６８８ １，０３１ 

長時間介護 

予防訪問看護 

加算 

特別な管理を必要とする利用者に対して

１時間３０分以上の訪問看護を行った場

合（１回につき） 

３，２５２ ３２６ ６５１ ９７６ 
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特別管理加算 

（Ⅰ） 

特別な管理を必要とする利用者に対し、

サービスの実施に関する計画的な管理

を行った場合 （１月につき） 

５，４２０ ５４２ １，０８４ １，６２６ 

特別管理加算 

（Ⅱ） 

特別な管理を必要とする利用者に対し、

サービスの実施に関する計画的な管理

を行った場合 （１月につき） 

２，７１０ ２７１ ５４２ ８１３ 

初回加算 

（Ⅰ） 

新規の利用者又は過去２月において訪

問看護の提供を受けておらず、新たに訪

問看護計画書を作成した場合 

かつ、退院日当日に訪問した場合 

（１月につき） 

３，７９４ ３８０  ７５９  １，１３９  

初回加算 

（Ⅱ） 

新規の利用者又は過去２月において訪

問看護の提供を受けておらず、新たに訪

問看護計画書を作成した場合 

（１月につき） 

３，２５２ ３２６ ６５１ ９７６ 

退院時共同 

指導加算 

退院又は退所に当たり、医療機関等の

従業者と共同し、在宅での療養上の必要

な指導を行い、その内容を文書により提

供し、退院又は退所後に初回の訪問看

護を行った場合 

（退院又は退所につき１回） ※特別な管

理が必要な利用者は２回まで 

６，５０４ ６５１ １，３０１ １，９５２ 

看護体制強化 

加算  

医療ニーズの高い利用者への訪問看護

の提供体制を強化した場合 

（１月につき） 

１，０８４ １０９ ２１７ ３２６ 

サービス提供 

体制強化加算 

（Ⅰ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき） 

６５ ７ １３ ２０ 

サービス提供 

体制強化加算 

（Ⅱ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき） 

３２ ４ ７ １０ 
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（３） 交通費 

    通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

    それ以外の地域にお住まいの方は、看護師等訪問するための交通費の実費をご負担いただきます。 

   なお、自動車を使用した場合は、次のとおり交通費を請求します。 

算定方法 交通費 

通常の事業の実施地域を越えた地点から５キロメートル未満 ２００円 

通常の事業の実施地域を越えた地点から５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４００円 

通常の事業の実施地域を越えた地点から１０キロメートル以上 ６００円 

駐車代（コインパーキング）・電車代・有料道路代 実費相当額 

 

（４） キャンセル料 

サービスの利用を中止した場合には、次のとおりキャンセル料をいただきます。 

ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不

要とします。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急ご連絡ください。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日の午後５時までにご連絡があった場合 無料 

利用予定日の当日にご連絡があった場合 基本利用料の１０％ 

利用予定日の当日にご連絡がない場合 基本利用料の１００％ 

 

（５） その他の利用料 

    その他の利用料は、利用者が選定（希望）する特別の訪問看護に対する差額費用としての利用や訪問

看護以外のサービスに対する実費負担として、利用をされた場合にお支払いいただきます。 

利用料の種類 要件等 料金 

１時間３０分を超過した延長利用料 長時間訪問看護加算を算定する日は除く ２，０００円/３０分ごと 

死後の処置料 
最期の訪問看護の延長として、死後の処

置を行った場合 
１５，０００円 
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６ 利用料、その他の費用の額 〔医療保険〕 

（１） 医療保険による訪問看護の利用料 

    利用した場合の利用者負担は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の１割・２割・

３割のいずれかの額です。 

ア 基本利用料①（訪問看護基本療養費） 

訪問看護基本療養費の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

訪問看護基本療養費〔Ⅰ〕 

週３日目まで ５，５５０ ５５５ １，１１０ １，６６５ 

週４日目以降 ６，５５０ ６５５ １，３１０ １，９６５ 

訪問看護基本療養費〔Ⅱ〕 

（同一建物居住者） 

同一日に 

２人まで 

週３日目 

まで 
５，５５０ ５５５ １，１１０ １，６６５ 

週４日目 

以降 
６，５５０ ６５５ １，３１０ １，９６５ 

同一日に 

３人以上 

週３日目 

まで 
２，７８０ ２７８ ５５６ ８３４ 

週４日目 

以降 
３，２８０ ３２８ ６５６ ９８４ 

訪問看護基本療養費〔Ⅲ〕 入院中の外泊 ８，５００ ８５０ １，７００ ２，５５０ 

イ 基本利用料②（訪問看護管理療養費） 

 訪問看護基本療養費の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

訪問看護管理療養費 

月の初日 

機能強化 

型Ⅰ 
１３，２３０ １，３２３ ２，６４６ ３，９６９ 

機能強化 

型Ⅱ 
１０，０３０ １，００３ ２，００６ ３，００９ 

機能強化 

型Ⅲ 
８，７００ ８７０ １，７４０ ２，６１０ 

従来型 ７，６７０ ７６７ １，５３４ ２，３０１ 

Ⅰ ３，０００ ３００ ６００ ９００ 
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ウ その他の療養費及び加算 

その他の療養費及び加算の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

訪問看護ターミナルケア療養費〔１〕 ２５，０００ ２，５００ ５，０００ ７，５００ 

訪問看護ターミナルケア療養費〔２〕 １０，０００ １，０００ ２，０００ ３，０００ 

訪問看護情報提供療養費〔１〕 市町村又は都道府県 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

訪問看護情報提供療養費〔２〕 義務教育諸学校 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

訪問看護情報提供療養費〔３〕 保険医療機関等 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

夜間・早朝訪問看護加算 
夜間（１８時-２２時） 

早朝（６時-８時） 
２，１００ ２１０ ４２０ ６３０ 

深夜訪問看護加算 深夜（２２時-翌朝６時） ４，２００ ４２０ ８４０ １，２６０ 

難病等複数回訪問加算 

１日２回 ４，５００ ４５０ ９００ １，３５０ 

１日３回以上 ８，０００ ８００ １，６００ ２，４００ 

緊急訪問看護加算 

月１４日目まで ２，６５０ ２６５ ５３０ ７９５ 

月１５日目以降 ２，０００ ２００ ４００ ６００ 

長時間訪問看護加算 ５，２００ ５２０ １，０４０ １，５６０ 

乳幼児加算 

 １，３００ １３０ ２６０ ３９０ 

重症又は準重症児等 

厚生労働大臣の定める者 
１，８００ １８０ ３６０ ７２０ 

在宅患者連携指導加算 ３，０００ ３００ ６００ ９００ 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ２，０００ ２００ ４００ ６００ 

看護・介護職員連携強化加算 ２，５００ ２５０ ５００ ７５０ 

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算（月１回） ５０ ５ １０ １５ 
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複数名訪問看護加算 

看護師等 ４，５００ ４５０ ９００ １，３５０ 

看護補助者 ３，０００ ３００ ６００ ９００ 

看護 

補助者 

１日１回 ３，０００ ３００ ６００ ９００ 

１日２回 ６，０００ ６００ １，２００ １，８００ 

１日３回以上 １０，０００ １，０００ ２，０００ ３，０００ 

２４時間対応体制加算〔Ⅱ〕 ６，５２０ ６５２ １，３０４ １，９５６ 

特別管理加算〔Ⅰ〕 ５，０００ ５００ １，０００ １，５００ 

特別管理加算〔Ⅱ〕 ２，５００ ２５０ ５００ ７５０ 

退院時共同指導加算 ８，０００ ８００ １，６００ ２，４００ 

 特別管理指導加算 ２，０００ ２００ ４００ ６００ 

退院支援指導加算 ６，０００ ６００ １，２００ １，８００ 

 

長時間にわたる療養上必要な指導の場合 

又は複数回の退院支援指導が合計９０分を

超えた場合 

８，４００ ８４０ １，６８０ ２，５２０ 
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（２） 医療保険による訪問看護の利用料（精神科） 

    利用した場合の利用者負担は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の１割・２割・

３割のいずれかの額です。 

 ア 基本利用料①（精神科訪問看護基本療養費） 

 精神科訪問看護基本療養費の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

精神科訪問看護基本療養

費〔Ⅰ〕 

週３日目 

まで 

３０分以上 ５，５５０ ５５５ １，１１０ １，６６５ 

３０分未満 ４，２５０ ４２５ ８５０ １，２７５ 

週４日目 

以降 

３０分以上 ６，５５０ ６５５ １，３１０ １，９６５ 

３０分未満 ５，１００ ５１０ １，０２０ １，５３０ 

精神科訪問看護基本療養

費〔Ⅲ〕 

（同一建物居住者） 

同一日に 

２人まで 

週３日目まで 

３０分以上 
５，５５０ ５５５ １，１１０ １，６６５ 

週３日目まで 

３０分未満 
４，２５０ ４２５ ８５０ １，２７５ 

週４日目以降 

３０分以上 
６，５５０ ６５５ １，３１０ １，９６５ 

週４日目以降 

３０分未満 
５，１００ ５１０ １，０２０ １，５３０ 

同一日に 

３人以上 

週３日目まで 

３０分以上 
２，７８０ ２７８ ５５６ ８３４ 

週３日目まで 

３０分未満 
２，１３０ ２１３ ４２６ ６３９ 

週４日目以降 

３０分以上 
３，２８０ ３２８ ６５６ ９８４ 

週４日目以降 

３０分未満 
２，５５０ ２５５ ５１０ ７６５ 

精神科訪問看護基本療養

費〔Ⅳ〕 
入院中の外泊 ８，５００ ８５０ １，７００ ２，５５０ 
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イ 基本利用料②（訪問看護管理療養費） 

  訪問看護基本療養費の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

訪問看護管理療養費 

月の初日 ７，６７０ ７６７ １，５３４ ２，３０１ 

Ⅱ ３，０００ ３００ ６００ ９００ 

 

ウ その他の療養費及び加算 

その他の療養費及び加算の種類 
基本利用料

（円） 

利用者負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

訪問看護ターミナルケア療養費〔１〕 ２５，０００ ２，５００ ５，０００ ７，５００ 

訪問看護ターミナルケア療養費〔２〕 １０，０００ １，０００ ２，０００ ３，０００ 

訪問看護情報提供療養費〔１〕 市町村又は都道府県 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

訪問看護情報提供療養費〔２〕 義務教育諸学校 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

訪問看護情報提供療養費〔３〕 保険医療機関等 １，５００ １５０ ３００ ４５０ 

夜間・早朝訪問看護加算 
夜間（１８時-２２時） 

早朝（６時-８時） 
２，１００ ２１０ ４２０ ６３０ 

深夜訪問看護加算 深夜（２２時-翌朝６時） ４，２００ ４２０ ８４０ １，２６０ 

精神科複数回訪問加算 

１日２回 ４，５００ ４５０ ９００ １，３５０ 

１日３回以上 ８，０００ ８００ １，６００ ２，４００ 

精神科緊急訪問看護加算 ２，６５０ ２６５ ５３０ ７９５ 

長時間精神科訪問看護加算 ５，２００ ５２０ １，０４０ １，５６０ 

複数名精神科訪問看護加算 

看護師等 ４，５００ ４５０ ９００ １，３５０ 

看護補助者等 ３，０００ ３００ ６００ ９００ 
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２４時間対応体制加算〔Ⅱ〕 ６，４００ ６４０ １，２８０ １，９２０ 

特別管理加算〔Ⅰ〕 ５，０００ ５００ １，０００ １，５００ 

特別管理加算〔Ⅱ〕 ２，５００ ２５０ ５００ ７５０ 

退院時共同指導加算 ８，０００ ８００ １，６００ ２，４００ 

特別管理指導加算 ２，０００ ２００ ４００ ６００ 

退院支援指導加算 ６，０００ ６００ １，２００ １，８００ 

在宅患者連携指導加算 ３，０００ ３００ ６００ ９００ 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ２，０００ ２００ ４００ ６００ 

精神科重症患者支援管理連携加算  

８，４００ ８４０ １，６８０ ２，５２０ 

５，８００ ５８０ １，１６０ １，７４０ 

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算（月１回） ５０ ５ １０ １５ 
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（３） 交通費 

看護師等が訪問するための交通費の実費をご負担していただきます。 

算定方法 交通費 

交通費 

（１回につき） 

通常の事業の実施地域 無料 

通常の事業の実施地域を越えた地点から５キロメートル未満 ２００円 

通常の事業の実施地域を越えた地点から５キロメートル以上１０ 

キロメートル未満 
４００円 

通常の事業の実施地域を越えた地点から１０キロメートル以上 ８００円 

駐車代（コインパーキング）・電車代・有料道路代 実費相当額 

 

（４） キャンセル料 

サービスの利用を中止した場合には、次のとおりキャンセル料をいただきます。 

ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不

要とします。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急ご連絡ください。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日の午後５時までにご連絡があった場合 無料 

利用予定日の当日にご連絡があった場合 基本利用料の１０％ 

利用予定日の当日にご連絡がない場合 基本利用料の１００％ 

 

（５） その他の利用料 

    その他の利用料は、利用者が選定（希望）する特別の訪問看護に対する差額費用としての利用や訪問

看護以外のサービスに対する実費負担として、利用をされた場合にお支払いいただきます。 

利用料の種類 要件等 料金 

１時間３０分を超過した

延長利用料 

長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加

算を算定する日は除く 
２，０００円/３０分ごと 

休日、営業時間以外の

訪問看護利用料 

重要事項説明書に記載された営業日以外、営業時間

以外（夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加

算を算定する日は除く）に訪問看護を行った場合 

２，０００円/回 

死後の処置料 
最期の訪問看護の延長として、死後の処置を行った

場合 
１５，０００円 
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７ 利用者負担額、その他の費用の請求方法及び支払方法 

（１） 請求方法 

① 利用者負担額、その他の費用は、利用月ごとの合計金額により請求します。 

② 請求書は、利用月の翌月１５日頃までに利用者に送付します。 

 

（２） 支払方法 

    請求月の２７日までに、下記の方法にてお支払ください。 

    なお、お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管をしてください。（医療費控除の

還付請求の際に必要となることがあります） 

支払い方法 支払い要件等 

口座自動引落し 

請求月の２７日（振替日が土日祝日の場合は翌営業日）に利用者が指

定する口座から自動引落しをします。 

ただし、口座からの自動引落しに関する手続日の関係から、翌々月に

２ヶ月分まとめて自動引落しをさせていただく場合があります。 

 

８ 秘密の保持 

（１） 従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員

でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

（２） 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いませ

ん。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等で利用者の家族の個人情報は用いません。 

（３） 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱

いに努めます。 
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９ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族や介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

主治の医師 医療機関の名称  

氏名  

所在地  

電話番号  

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名 （利用者との続柄）  

電話番号  

 

１０ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡する

とともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速や

かに損害賠償いたします。なお、事業者は下記損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 保険名 

三井住友海上火災保険株式会社 訪問看護事業者賠償責任保険 

 

１１ サービス提供に関する相談や苦情 

（１） 苦情処理の体制及び手順 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の

聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら、事実関係の特定を慎重に行います。把握

した内容をもとに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。必要に応じて関係者への連絡調整を

行うとともに、利用者へは対応方法を含めた結果報告を行います。 

 

（２） 苦情相談窓口 

担当 管理者 見目 智美 

電話番号 ０４７－４０８－０１０６ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分まで 
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受付日 
月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月３１日から１月３日までを除く） 

   市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

習志野市役所 健康福祉部 介護保険課 ０４７－４５３－７３４５ 

千葉県国民健康保険団体連合会 苦情処理係 ０４３－２５４－７４２８ 

 

１２ 第三者評価の実施状況 

実施の有無 無 

直近の実施年月日 ― 

評価機関の名称 ― 

実施結果の開示状況 ― 

 

１３ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１） 看護師等はサービス提供の際、次の業務は行うことができません。 

    ① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い 

    ② 利用者以外の家族のためのサービス提供 

（２） 看護師等に対する金品や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３） 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった時は、できる限り早めに担当の介護支援専

門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（４） 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する水道、電気、ガス等の費用は、利用者のご負担とな

ります。 

（５） 介護保険法の規定により、訪問看護の給付を受けることができる時は、医療保険では行わないこと 

となっています。ただし、要介護者等であっても、次の場合は自動的に適用保険が介護保険から医 

療保険へ変更になります。 

    ① 末期の悪性腫瘍の場合 

    ② 厚生労働大臣が定める疾病等の場合〔厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平２７．３．厚労告９５） （平３０．３．厚労告７８改正）〕 

    ③ 急性増悪により一時的に頻回に訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書を交付された場合

（指示の日から１４日間を限度とする） 

    ④ 精神科訪問看護指示書が交付された場合（認知症が主傷病である場合は除く） 

（６） 当事業所では、ハラスメント対策の強化を実施しております。 

   ハラスメントとは、職員から利用者・家族様へ、利用者・家族様から職員への両方を指します。 

   職員からのハラスメントについては苦情窓口へ相談ください。ご利用者・家族様からのハラスメントに
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ついては、契約を解除させて頂く場合があります。 

 

１４ 感染対策 

（１） 事業所における感染対策の予防及び蔓延防止のため、その対策を検討する委員会を月に１回

開催し、その結果について職員に周知の徹底を図ります。 

（２） 感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備します。 

（３） 感染症の予防及び蔓延防止の為の研修及び訓練を定期的に行います 

 

１５ 虐待防止 

（１） 当事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講

じるものとします。 

① 虐待防止の対策を講じるための委員会を開催し、その結果について職員に周知の徹底を図り

ます。 

② 虐待防止の為の指針を整備します。 

③ 虐待防止の為の研修を実施します。 

（２） 当事業所はサービス提供中に当該事業所の従業者又は家族による虐待を受けたと思われる 

利用者を発見した場合、速やかに市町村に報告致します。 

 

１６ 事業継続計画の策定 

（１） 事業者は感染症や非常災害の発生において、利用者に対して提供する訪問看護の提供を継続

及び非常時の体制で早期に事業再開を図るための計画（事業継続計画）を作成し、当該事業計

画に則り必要な措置を講じます。 

（２） 事業所は従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、費用内研修及び訓練を実施

致します 

（３） 事業所は、定期的に業務改善計画を見直し、必要に応じて計画の変更を行うものとします。 
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重要事項説明書の説明年月日      年     月     日 

 

指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の提供開始に当たり、利用者に対して重要事項を

説明しました。 

  

事業者 

所在地 埼玉県上尾市柏座１丁目１０番１０号 

法人名 医療法人社団愛友会 

代表者名 理事長 中村 康彦 

事業所名 新習志野訪問看護ステーション                   印 

説明者氏名    印 

 

私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意し、交付を

受けました。 

 

利用者 

住所  

氏名                           印   

 

代理人 

住所  

氏名                        印   

続柄  

 


